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復興庁「被災地企業の資金調達支援事業」専門家登録申請要領 

 

【事業の概要】 

 東日本大震災の被災地では、産業復興を実現するための取組が求められています。そこで、復興

庁による本事業では、自立的な資金調達手法であるクラウドファンディング（以下「CF」といいま

す。）を活用し、新商品開発・町のにぎわい回復等に取り組もうとする被災地事業者等の取組を、専

門家による指導を通じて支援し、復興の加速を図ることとしています。 

 被災地事業者等からの本事業へ応募受付や、専門家プールのリスト作成等については、事務局を

復興庁より受託した一般社団法人 RCF（以下、事務局）が実施します。事務局は、応募した被災地

事業者等との調整を通じて、専門家リストの中から、実際に支援を行う専門家のマッチング業務も

行います。（当該専門家は、外部有識者による審査委員会により、事業者が応援したCF案件への支

援が承認された後に、支援を開始することとなります。） 

 

【支援形態】 

○本事業において、CFとは、いわゆる「先行予約販売型」「寄附型」「投資型」等の全てを含むもの

とします。 

○本事業においては、支援対象とする各 CF 案件について、以下 2 種類の専門家を派遣することと

しています。支援期間は各CF案件の実施中及びその前後となりますが、平成31年度を越えない

ものとします。（応募状況等に鑑み、支援に要する費用の見積もりが所定の水準に達した場合は派

遣を終了します。） 

ア．マーケティング専門家：例えば「ブランディング戦略・返礼品の制度設計・SNS 活用戦略」等

につき指導する専門家。 

イ．WEB・映像制作専門家：CF 実施ページや、事業者の WEB サイトに掲載するためのコンテンツ制

作等を指導する専門家。 

○支援内容に応じて、事務局から専門家に対して対価（経費を含む）を支払います。 

ア．マーケティング専門家 

…対価として、目標金額の 7％（但し 42 万円を上限とする）を支払うものとします。（いずれも

税込の金額です。） 

イ．WEB・映像制作専門家 

…対価として、目標金額の10％（但し60万円を上限とする）を支払うものとします。（いずれも

税込の金額です。） 

○支援期間中は、事務局及び「地域コーディネート機関（注）」から専門家に対して進捗確認を行う

ことがあります。 

（注）本事業の周知及びCF案件の形成を目的として、岩手県、宮城県及び福島県に6機関配置されます。 

○支援終了後は、支援報告書を事務局に提出頂きます（追って簡素な様式を定める予定です）。 

 

【登録について】 

上記リストに登録を頂ける専門家におかれては、「専門家登録審査申請書」および「専門家登録同

意書」に必要事項を記入し、事務局宛（下記参照）に電子メールでお送り下さい（専門家登録審査

申請は、随時受け付けます。なお、別紙「復興庁の求める本事業に関する専門家の要件」を満たし
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て頂くことを要件とします）。なお、被災地内の専門家の登録を歓迎いたします。 

※登録された専門家の全てがマッチングされるとは限らない旨、予めご了承下さい。 

 

【事務局連絡先】 

平成30年度「被災地企業の資金調達等支援事業」事務局 

一般社団法人 RCF 山本、佐藤、内田 

E-mail：cf@rcf.co.jp 

TEL：03-6447-0041  FAX：03-6447-0048 

※ご不明な点等ございましたら、上記へお問い合わせください（原則としてメールでお願いします）。 
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（別紙）復興庁の求める本事業に関する専門家の要件 

 

１. 以下ア、イのいずれかの類型に該当し、相応の実績を有すると認められること。 

 

ア．マーケティング専門家：クラウドファンディングに関し、例えば「ブランディング戦略・返

礼品の制度設計・SNS 活用戦略」等につき指導する専門家。 

 

イ．WEB・映像制作専門家：クラウドファンディング実施ページや、関連WEBサイトに掲載す

るためのコンテンツ制作等を指導する専門家。 

 

 

２. 本事業へ積極的に参加する姿勢があり、自身の能力発揮に意欲的であること。 

 

３. 本事業に対して十分業務時間が確保でき、支援事業者などへの適切な助言や要望への迅速な対

応など、円滑なコミュニケーションができること。 

 

４. 本事業遂行により得た成果・ノウハウを適切に復興庁（事務局含む）に報告するとともに、他

の被災地の事業者における参考とすべく復興庁が実施する情報共有・情報発信に協力的である

こと。 

 

５. 登録動機並びに専門家としての強み、中小事業者支援に対する方針、戦略、抱負等から判断し

て登録専門家として適当であると認められること。 

 

６. 業務を遂行するために必要なPC操作（Word、Excel、e-mailなど）が可能であること。 

 

７. 健康状態が良好であること。 

 

 


